
千葉ニュータウンケーブルテレビ  加入契約約款 

 

 株式会社千葉ニュータウンセンター（以下「ＣＮＣ」という。）と、ＣＮＣが有線テレビジョン放送

施設（受信点施設から放送の受け渡し点（ＣＮＣが設置する保安器二次側端子）までの施設

をいう。以下「放送施設」という。）を設置して行うテレビジョン放送等のサービスを受ける者と

の間に締結する約款（以下「加入契約」という。）は、次の条項によります。 
 

  （サービスの内容） 

第１条 ＣＮＣは、放送施設を設置し、サービスを提供する区域（以下「業務区域」という。）に

おいて、加入者に次の各号に規定するサービスを提供します。 

一 基本サービス 

別に定める地上デジタルのテレビジョン放送、別に定めるＦＭラジオ放送が視聴できます。地

上デジタルのテレビジョン放送をご視聴するためには、ＣＡＴＶ対応デジタルチューナー内テレ

ビ又は、外付けのＣＡＴＶ対応デジタルチューナーが必要です。 

二 デジタルミニサービス 

基本サービスに加え、別に定めるデジタルテレビジョン放送、デジタルラジオ放送及びデジタ

ルデータ放送が視聴できます。なお、本サービスの提供を受けるにあたっては、加入者の負

担において第８条に定めるセットトップボックスを設置していただくことが必要となります。 

三 ベーシックサービス 

別に定めるデジタル放送を視聴できます。なお、本サービスの提供を受けるにあたっては、加

入者の負担において第８条に定めるセットトップボックスを設置することが必要となります。 

四 プレミアムサービス 

別に定めるデジタル放送を視聴できます。なお、本サービスの提供を受けるにあたっては、加

入者の負担において第８条に定めるセットトップボックスを設置することが必要となります。 

五 デジタルペイサービス 

別に定めるデジタル放送を視聴できます。なお、本サービスの提供を受けるにあたっては、デ

ジタルミニサービス、ベーシックサービスまたはプレミアムサービスへの加入及び加入者の負

担において第８条に定めるセットトップボックスを設置が必要となります。 
 

 （業務区域の掲示、閲覧） 

第２条 ＣＮＣは、その業務区域について、ＣＮＣの事業所に掲示し、又は閲覧に供します。 
 

 （加入契約の成立） 

第３条 業務区域内においてサービスを受けようとする者は、あらかじめ、この約款を承認の

上、別に定める様式の加入契約申込書により申し込むものとし、ＣＮＣがこれを承諾したとき

に加入契約は成立します。 
 

 （加入契約の有効期限） 

第４条 加入契約の有効期限は、契約成立日から１年間とします。ただし、契約期間満了の１



か月前までにＣＮＣ、加入者いずれからも何ら文書による意思表示の無い場合には、引き続

き１年間更新するものとし、以降も同様とします。 

 （加入契約を締結する者の種類） 

第５条 加入契約を締結する者（以下「加入者」という。）の種類は、次の各号のとおりとします。 

一 一括加入者 

二 個別加入者 

２ 前項１号の一括加入者とは、当該地区の集合住宅等の住宅事業者又は管理組合としま

す。 

３ 第１項２号の個別加入者とは、一括加入者以外の者とします。 
 

 （利用料金等） 

第６条 加入者は、別表に定める加入金及び利用料金をＣＮＣに支払うものとします。 

２ 基本サービス、デジタルミニサービス、ベーシックサービス及びプレミアムサービスの利用

料金は、サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から支払うものとします。 

３ デジタルペイサービスの利用料金は、サービスの提供を受け始めた日の属する月から支

払うものとします。 

４ ＣＮＣが第１条に定めるサービスのすべてを提供できない場合の加入金・利用料金は、別

に定めるものとします。 

５ 天災、事変その他ＣＮＣの責に帰さない事由により、ＣＮＣが第１条に定めるサービスの提

供が出来なかった場合は、原則として利用料金の減額は行わないものとします。 

 ただし、月のうち継続して１０日以上にわたって第１条に定める当該サービスすべての提供

が出来なかった場合は、当該月分（２か月にわたり引き続き１０日以上２０日未満行わなかっ

た場合は、初月分）の利用料金は、無料とします。 

５ ＣＮＣは、社会経済情勢の変化、提供するサービス内容の拡充に伴い、利用料金を改定

することがあります。その場合は、改定１か月前までに当該加入者に通知します。 

６ ＣＮＣが設定した各利用料金のなかには、ＮＨＫの放送受信料（衛星放送の受信料を含

む。）及び株式会社ＷＯＷＯＷの有料放送サービス視聴料金は含まれておりません。したが

って、ＮＨＫと受信契約を締結していない加入者は、別途ＮＨＫと、また株式会社ＷＯＷＯＷと

受信契約を締結していない加入者は株式会社ＷＯＷＯＷとそれぞれ所定の受信契約を結ん

でいただくことになります。 
 

 （利用料金等の支払い方法） 

第７条 加入者は、加入金、利用料金等について、別途ＣＮＣが指定する期日までに、原則と

してＣＮＣが指定する金融機関の加入者口座からの自動振替によりＣＮＣに支払うものとしま

す。 

２ ＣＮＣは、原則として加入者に対して請求書及び領収書の発行は行わないものとします。 
 

 （セットトップボックスの貸与） 



第８条 第１条に定めるサービスの提供を受けるにあたり必要となるセットトップボックスはＣ

ＮＣの所有とし、加入者に貸与します。また解約時は、セットトップボックスはＣＮＣに返納する

ものとします。 

２ 加入者は、貸与されたセットトップボックスを善良なる管理者の注意をもって取り扱い、ＣＮ

Ｃの承諾なしに移動又は取り外し等は出来ないものとします。 

３ 加入者の故意又は過失によるセットトップボックスの破損紛失等の場合には、その実費相

当分をＣＮＣに支払うものとします。 

４ 加入者は、ＣＮＣ並びに放送事業者が必要に応じて行うセットトップボックスのバージョン

アップ作業に同意するものとします。 

 

（延滞金） 

第９条 加入者は、利用料金等を第７条の支払い期限を過ぎて支払うときは、第６条及び第８

条に定める利用料金等に加えて、その支払い期限の翌日から支払う日までの日数に応じて、

年（３６５日当たり）１４．６パーセントの割合で計算した額（１０円未満の端数は切り捨てるもの

とします。）を延滞金としてＣＮＣに支払っていただきます。 

 

 （放送施設等の所有及び維持管理の責任） 

第１０条 放送施設はＣＮＣが所有し、その責任において維持管理を行います。 

２ 放送の受け渡し点（ＣＮＣが設置する保安器二次側端子）から受信機の入力端子までの

施設（以下「加入者の施設」という。）は、加入者又はその施設の所有者が、その費用負担の

もとに維持管理を行うものとし、それに起因する事故が生じたときは、ＣＮＣは責任を負いま

せん。 

３ ＣＮＣは、ＣＮＣの施設の維持管理の必要上、ＣＮＣのサービス提供を一時停止することが

あります。 
 

 （放送施設等の設置、移動及びその費用の負担） 

第１１条 放送施設、セットトップボックスを設置又は移動する場合は、すべてＣＮＣ又はＣＮＣ

の指定する者が行います。 

２ 放送施設のうち、タップオフ（加入者端子に最も近接する分岐器）の出力端子から保安器

までの引込施設（以下「引込施設」という。）、セットトップボックスの設置若しくは移動を必要と

する加入者は、その工事に要する費用（以下「加入工事費」という。）を負担していただくもの

とします。 
 

 （設置場所の使用） 

第１２条 ＣＮＣは、放送施設を設置及び維持管理するために必要な最小限度において、加

入者が所有し、又は占有する土地、建築物等を無償で使用できるものとします。 

２ 加入者は、放送施設の設置について、あらかじめ、地主、家主その他利害関係人の承諾

を得ておいていただきます。また、このことに関して後日苦情等が生じたときは、加入者は、



責任をもって解決するものとし、ＣＮＣはその責任を負いません。 
 

 （協力義務） 

第１３条 加入者は、ＣＮＣ又はＣＮＣの指定する者が放送施設の維持管理その他の作業を

行うため、加入者が所有し又は占有する土地、建築物等への出入りについて協力を求めたと

きには、これに協力していただくものとします。 
 

（加入者の伝送義務） 

第１４条 加入者は、加入契約に係わる建築物等において、他の者がＣＮＣの行うサービスを

希望するときには、加入者は、これらの者に対するサービスを妨げてはなりません。 
 

（加入者の接続の禁止） 

第１５条 加入者は、加入者の施設と他の者の施設を相互に接続することはできません。 
 

（故障） 

第１６条 ＣＮＣ又はＣＮＣの指定する者は、加入者から、提供するサービスの受信に異常が

ある旨の申し出があったときは、速やかにこれを調査し、原因が放送施設にある場合は、必

要な措置を行います。 

２ サービスの受信に異常をきたした原因が加入者の施設に係るものであるときは、加入者

又はその施設の所有者が必要な措置を行うものとします。 

３ 加入者は、加入者の故意又は過失により放送施設に故障を生じさせたときは、その修理

に要する費用を負担するものとします。 
 

（禁止事項） 

第１７条 加入者が本施設に加入申込書に定める台数を超える受信機を接続することを禁止

します。 

２ 加入者は、前項に違反した場合は、加入者がＣＮＣのサービス提供を受け始めたときにさ

かのぼり当該料金をＣＮＣに支払うものとします。 

３ 加入者がテープ、配線等によりＣＮＣのサービスを第三者に提供すること、及び対価を受

けてＣＮＣのサービスを第三者に上演することを禁止します。 

４ 加入者引込線に線条その他の導体を連絡し、あるいは、セットトップボックスを改変してサ

ービスを無断で受信すること、及びセットトップボックスを分解することなどを禁止します。 
 

（一時停止及び再開） 

第１８条 加入者は、サービスの提供の２ヶ月以上の停止又はその再開を希望するときは、Ｃ

ＮＣにその旨を申し出るものとします。この場合、一時停止を申し出た日の属する月の翌月以

降でサービスの提供の停止を希望する月から再開する日の属する月の前月までの期間の利

用料金は、無料とします。 

２ ＣＮＣは一時停止の期間の月分としてすでに支払われた利用料金がある場合は、ＣＮＣが

これを預かり、再開した日の属する月以降に充てることとします。 



３ 一時停止の期間は、３年を限度とします。 

４ 加入者は、一時停止期間中は、原則として貸与されたセットトップボックスをＣＮＣに返却

するものとします。 

５ 加入者は、一時停止及び再開に要する費用をＣＮＣに支払うものとします。 
 

 （放送内容の変更） 

第１９条 ＣＮＣはやむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によ

っておこる損害の賠償には応じません。 
 

（加入者の施設等の設置場所の変更） 

第２０条 加入者は、同一敷地内である場合に限り、テレビジョン放送の受け渡し点である施

設その他加入者の施設の設置場所を変更することができます。 

２ 加入者は、前項の規定によりテレビジョン放送の受け渡し点である施設その他加入者施

設の設置場所を変更しようとするときは、ＣＮＣにその旨を申し出るものとする。 

３ 前項のテレビジョン放送の受け渡し点である施設の設置場所の変更は、ＣＮＣ又はＣＮＣ

が指定する者が行います。 

４ テレビジョン放送の受け渡し点である施設その他加入者の施設の設置場所の変更に要す

る費用は加入者が負担するものとします。 

 

（名義変更） 

第２１条 相続等において、加入者に異動が生じたときは、ＣＮＣに申し出の上、加入者の名

義を変更することができます。 

 

 （権利義務の継承） 

第２２条 加入者は、サービスを受ける権利を他の者に譲渡したときは、直ちにその旨をＣＮ

Ｃに通知するものとし、この契約に基づく加入者の権利義務の一切は、その譲渡を受けた者

が継承するものとします。 

２ ＣＮＣは、放送施設を他の者に譲渡できるものとし、その場合において、この契約に基づく

ＣＮＣの権利義務の一切は、その譲渡を受けた者が継承するものとします。 
 

 （加入契約の解除） 

第２３条 加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する１か月前までに文書

によりＣＮＣにその旨を申し出るものとします。 

２ 第１項による解約の場合において、加入者はＣＮＣに未払い分がある場合はＣＮＣに残金

を支払うものとします。また、第６条の規定による利用料金は、当該解約の日の属する月の

分まで支払うものとします。なお、この利用料金に過払い分がある場合は、経過期間の月額

利用料金を差し引いて、ＣＮＣは加入者に残金を返却します。 

３ 第１項による解約の場合は、ＣＮＣは、ＣＮＣの施設を撤去します。その撤去に要する解約



手数料として、３，３００円を申し受けます。 

４ 前項の撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要す

る場合、加入者は、その復旧費用を負担するものとします。 

５ ＣＮＣは、加入者が加入金又は加入工事費を支払期日まで支払わなかった場合又は利用

料金を継続して２か月以上滞納した場合は、催告の上サービスの提供を停止し、加入契約の

解除ができるものとします。 
 

 （加入者の義務違反による停止） 

第２４条 ＣＮＣは、前条の定めるところにより加入契約を解除する場合又は加入者がこの約

款に違反する行為があったと認められ、ＣＮＣが行う是正の催告に応じない場合は、サービス

を停止することができるものとします。 
 

（Ｂ-ＣＡＳカード及びＣ-ＣＡＳカードの取扱いについて） 

第２５条 ＢＳデジタル放送用ＩＣカード（以下「Ｂ-ＣＡＳカード」という。）に関する取り扱いにつ

いては、株式会社ビーエス・コンフィデンシャルアクセスシステムズの「Ｂ-ＣＡＳカード使用許

諾契約約款」に定めるところによります。 

２ ＣＳデジタル放送用ＩＣカード（以下「Ｃ-ＣＡＳカード」という。）はＣＮＣに帰属し、ＣＮＣは必

要に応じて、加入者にＣ-ＣＡＳカードの交換又は返却を請求することができるものとします。 

３ 加入者がＣＮＣの許可なくＢ-ＣＡＳカードまたはＣ-ＣＡＳカードへのデータ追加及び変更並

びに改変することを禁止します。加入者がこの規定に違反した場合には、加入者は、その違

反により生じた損害をＣＮＣに賠償するものとします。 

４ 加入者が故意または過失によりＣ-ＣＡＳカードを破損または紛失した場合には、加入者は

その実費相当分をＣＮＣに支払うものとします。 

 

（秘密保持および個人情報の保護） 

第２６条 ＣＮＣは、放送サービスの提供に関連して知り得た加入者の個人情報（以下「個人

情報」といいます。）を、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示または漏洩しない

ものとし、かつ、ＣＮＣが提供する全サービス（以下「全サービス」という。）の提供のために必

要な範囲を超えて利用しないものとします。 

（１） ＣＮＣまたはＣＮＣの提携先に関する広告、宣伝その他情報提供の目的で印刷

物の郵送または電子メールの送信等をする場合 

（２） 個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先に対し、

本サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する

場合 

（３） 全サービスのサービス向上等の目的で個人情報を集計および分析等する場合 

（４） 前号の集計および分析等により得られたものを、個人を識別または特定できな

い態様にて提携先に開示または提供する場合 

（５） 個人情報の利用に関する同意を求める目的で加入者等に電子メール等を送付



する場合 

（６） その他任意に加入者の同意を得たうえで個人情報を開示または利用する場合 

（７） 裁判所の発する令状や法的要請に従い開示する場合 

２ ＣＮＣは、加入者が提供された個人情報の確認、訂正などを希望される場合は、合理的な

範囲で対応いたします。 
 

（広告メール等） 

第２７条 加入者は、ＣＮＣが、ＣＮＣまたはＣＮＣの提携先に関する広告、宣伝等を含む印刷

物を郵送または電子メールを送信することにつき、あらかじめ同意するものとします。 

２ 前項において、加入者等は、ＣＮＣ所定の方法にてＣＮＣに通知することにより、前項所定

の印刷物の郵送または電子メールの送信を拒否することができます。 
 

（最低利用期間） 

第２８条 ベーシック・プレミアムサービスには、６ヶ月間の最低利用期間があります。 

２ 利用期間は、サービス提供を開始した日の属する月を１と起算します。 

３ 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、ＣＮＣが定める期日ま

でに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。 
 

（約款の改定） 

第２９条 この約款は、法の規定に従い改定することがあります。 
 

附則 

（施行期日） 

この約款は平成２４年４月 1日より施行します。 

 


